
亀山市告示第１２６号  

地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２６０条の２第５項の

規定により、地縁による団体を次のとおり認可したので、同条第１０

項の規定により告示する。  

  平成３０年９月５日  

                         亀山市長  櫻  井  義  之  

 

１  名称  

  安知本町自治会  

２  規約に定める目的  

  本会は、次に掲げる地域活動を行うことにより、良好な地域社

会の維持及び形成に資することを目的とする。  

（一）回覧板の回付等地域住民相互の連絡  

（二）美化・清掃等地域内の環境の整備  

（三）財産の維持管理及び運用  

（四）地域住民の健康増進及び福祉向上を図るための諸活動  

（五）その他地域に必要と考えられる活動で、総会で承認された

地域活動  

３  区域  

亀山市安知本町１９３番地３、１９３番地８、１９３番地１１、

２００番地、２３８番地、２４０番地１、２４７番地、２５０番

地、２５０番地２、２５２番地、２５３番地１、２５５番地３、

２６１番地、２６５番地、２６６番地、２６８番地、２６９番地

１、２７０番地１、２７１番地、２７２番地、２７３番地、２７３

番地１、２７８番地、２８１番地１、２９０番地、２９５番地、

２９７番地、３００番地、３０２番地、３０３番地、３０４番地

１、３０９番地、３１１番地、３４４番地１、４４０番地、４４１

番地 、 ４ ４８ 番 地、 ４４９番地２、４５９番地、４６０番地、

４７２番地、４９１番地１、４９４番地、４９５番地、４９５番

地１ 、 ５ ０７ 番 地、 ５ ０ ９番 地 １、 ５ １ ２番 地 、５ １ ４ 番地 、



５１６番地、５２２番地、５２３番地１、５２３番地２、５２４

番地、５２７番地、５２８番地、５３０番地、５３１番地、５３２

番地、５３４番地、５３６番地、５３７番地、５３９番地、５４０

番地 、 ５ ４１ 番 地、 ５ ４ ２番 地 、５ ４ ４ 番地 、 ５４ ５ 番 地５ 、

５４６番地、５４９番地１、５４９番地４、５５０番地１、５５２

番地、５５６番地、５５７番地１、５６０番地１、５６０番地９、

５６２番地５、５９９番地、６００番地、６０３番地１、６０４

番地、６１１番地１、６１２番地、６１４番地１、６１９番地、

６２０番地７、６２２番地１、８９０番地、８９５番地、８９６

番地、９０１番地１、９０６番地１、９０７番地１、９１２番地

１、 ９ ２ １番 地 、９ ２ ３ 番地 ７ 、９ ２ ８ 番地 、 ９３ ０ 番 地１ 、

９３０番地２、９３０番地３、９４５番地３、１５１７番地４、

及び同市田茂町３１０番地４、３１５番地、３１５番地１の区域  

４  主たる事務所  

  亀山市安知本町５６２番地５（安知本町公民館）に置く。  

５  代表者の氏名及び住所  

  安田  謙  

  亀山市安知本町４５９番地  

６  裁判所による代表者の職務執行の停止の有無及び職務代行者の

選任の有無  

無  

７  代理人の有無  

無  

８  規約に定める解散の事由  

無  

９  認可年月日  

  平成３０年８月２９日  


